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Q&A解説

　年次有給休暇10日以上の付与者には「 5日」を
取得させるのが会社の義務という強力な労基法が
施行された。すでに 4月 1日より，中小企業であ
っても猶予なしで運用が始まっている。“ウチはだ
いたい 5日くらいは休んでるんじゃないか”“いち
おう「取得するよう」現場には伝えてあるので”“事
後的に記録は残しているはず”という程度の認識
でいると相当にリスクは積み上がることになるだ
ろう。管理監督者も対象に含まれるし，本人が「そ
うはいっても忙しいから私は辞退します」と言っ
ても認められない。期間内に対象者のうち 1人で
も 5日の取得ができていなかったら会社は違法を
問われ，労基署による臨検の際には行政指導を受
ける可能性が高く，場合によっては罰則（罰金）
の適用を受けるというのだ。当然，就業規則の記
載事項も見直しが必要だし，適切な管理簿も備え
が求められる。では「半日」単位ではどうか，「時
間単位」ではダメか，特別休暇を廃止して有休取
得に算入してもいいか，いっそ 5日以上を指定で
きないか，など運用側のアイデアも膨らむところ
だが，法に照らして判断すべき課題は多い。細か
いところ，危ないポイントを含め，専門家に解説
していただいた。 （編集部）

■対象者全員 5日取得が会社の義務 CONTENTS

人事コンサルタント／特定社会保険労務士　斉藤 貴久

有給休暇取得 義務化 を乗り切る方法
もう始まっている！

～罰則を回避し休み方改革を成功させる知恵とは～

■はじめに
●法改正の背景 ●復活した時季聴取義務 ●年次有給休暇の基本 
●時季変更権とは ●時季指定義務とは ●まだ間に合います！
■時季指定義務の対象者
Q1：すべての従業員が時季指定義務の対象になるのでしょ
うか？
■基準日（付与日）と時季指定する期間の考え方
Q2：時季を指定する5日間は，いつからいつまでの分でしょ
うか？
■就業規則の記載義務
Q3：時季指定義務について，就業規則に記載する必要はあ
りますか？
■「年次有給休暇管理簿」とは
Q4：年次有給休暇管理簿に記載する必要のある項目は何で
すか？
■年次有給休暇の計画的付与
Q5：シフト勤務の職場では，どのように対応するべきでしょ
うか？
■時間単位と半日単位の年次有給休暇
Q6：時間単位の年次有給休暇で時季指定義務を果たせます
か？
■特別休暇と不利益変更
Q7：時季指定する年次有給休暇に特別休暇を含めてもよい
でしょうか？
■是正勧告と罰則の適用
Q8：時季指定義務を果たせないと是正勧告を受けるのでしょ
うか？
■年末調整方式による時季指定
Q9：年次有給休暇の時季指定義務を果たすよい方法はあり
ますか？
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